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（別紙２） 

 

「第３次城陽市人権教育・啓発推進計画（原案）」 

パブリックコメント実施結果について 

 

１．実施目的 

 「第３次城陽市人権教育・啓発推進計画」を策定するにあたり、広く市民等の声を反映

させるため、原案についての意見を募集した。 

 

２．実施概要 

 １）対象者 

  市民等（市内在住、在勤、在学の者、市内事業者、納税義務者） 

 

 ２）期間 

  令和７年（2025 年）１２月１５日（月）～令和８年(2026 年)１月１４日（水） 

 

 ３）周知方法 

  市ホームページ、SNS（X、facebook、LINE）、窓口での掲示及び案内 

 

 ４）閲覧場所 

  市民活動支援課（市民活動支援係、男女共同参画係）、行政情報コーナー、 

  市ホームページ 

 

 ５）意見提出方法 

  上記閲覧場所に配架、または掲載している所定の様式に意見を記入いただき、実施期

間中に市民活動支援課まで直接持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、市ホームページのいず

れかの方法で提出。 

 

３．実施結果 

 １）意見提出数 

    ５人（９件） 

 

 ２）提出方法の内訳 

    窓口提出 １人 

    市ホームページ ４人 
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 ３）ご意見の内容 

№ 項目 ご意見の要旨 市の考え方 

1 第 １ 章 

は じ め

に 

 

第 ２ 章 

計 画 の

基 本 的

な 考 え

方 

P1 

P3 

 「第１章 はじめに」の「１ 国

際的な人権尊重の流れ」では、「世

界人権宣言」を具現化していく

様々な取組を紹介され、また「第

２章 第２章 計画の基本的な考

え方」の「１ 計画策定の趣旨」

で「日本国憲法や教育基本法の精

神に基づき、（中略）取組を推進

してきた」と記されている。城陽

市が何を拠り所にして人権教

育・啓発を推進されているかが明

確で、またその基本的な考え方に

大いに賛同する。 

 引き続き日本国憲法や教

育基本法の精神に基づき、民

主的で文化的な市政の発展

とあらゆる人権問題の解決

に向けて、人権意識の高揚を

図る取組を推進してまいり

ます。 

 

原
案
の
と
お
り 

2 第 ２ 章 

計 画 の

基 本 的

な 考 え

方 

P.5 

３ 人権

教育・啓

発推進の

基本方針 

 近年、地方自治体に関わる人権

問題として、市民団体等が実施す

る活動や集会に対する、公共施設

や公共財産の使用拒否、後援等の

拒否などの事案が現れている。こ

れらは、世界人権宣言で示された

「意見及び表現の自由」（19 条）

「平和的集会及び結社の自由」

や、日本国憲法 21 条「集会・結

社及び言論出版その他一切の表

現の自由」を侵害していく事案で

あると大変に危惧している。 

 人権教育・啓発推進も、市民的

自由や市民の社会参加の保障が

大前提であると考える。当計画に

おいて、それらの事案を詳しく取

り上げ、言及する必要はないと思

うが、「第２章 計画の基本的な

考え方」の「３ 人権教育・啓発

推進の基本方針」の一項として、

「市民自由と市民の社会参加の

保障する」旨の一文を盛り込んで

いただきたい。 

 人権教育・啓発推進計画に

おける「人権教育・啓発活動」

は、人権の正しい理解を深

め、共感する心を育み、実践

する力を養うことを目的と

しております。 

具体的には学校・職場・地

域社会などあらゆる場で、生

涯を通じて行われる人権を

尊重し擁護する社会を築く

ための活動全般を指してお

ります。 

ご意見のあった「市民自由

と市民の社会参加の保障」に

ついては、「市民自由」や「社

会参加の保障」という見出し

がございませんが、それらは

「市民が主体的・能動的に参

加できるような啓発」や「一

人ひとりの尊厳の尊重」とい

った表現を通じて、計画の根

底にある基本理念や推進方

策の一部として組み込まれ

ています。 

 

 

原
案
の
と
お
り 
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3 第 ２ 章 

計 画 の

基 本 的

な 考 え

方 

P.5 

３ 人権

教育・啓

発推進の

基本方針 

 4 点挙げられているが、人権教

育・啓発推進計画だから当然とい

えば当然だが、教育啓発の方針し

か挙げられていない。複雑化する

人権問題に対応していくための

施策として、加害者サイドに対す

る教育啓発はもちろん重要と思

うが、一方で人権侵害にあった

人、様々な理不尽で苦しんでいる

人をどう救っていくかという視

点もやはり重要になるのではな

いか。その意味で複雑化する人権

問題に対する相談体制の整備充

実であったり、相談機関同士の協

力体制であったり、適切な相談機

関につなげていくための施策が

重要であると考える。 

こうした内容は、おそらく個別の

内容には記載があると思うが、象

徴的な意味合いとしてこの点を

きちんと項目立てて基本方針に

掲げてはどうかと考える。 

 「第３章人権問題の現状

等」の各種人権課題の取組の

方向において、相談体制の充

実や相談機関の連携を記載

しており、様々な悩みごとを

抱えている人に対してどの

ように対応しているのかを

重視しているところです。こ

の点について基本方針に記

載は置いておりませんでし

たが、現在の複雑化、多様化

する人権課題への対応と実

効的な救済につなげるため、

相談体制の整備・充実につい

て次のとおり基本方針への

記載を行います。 

 

⑤多様化、複雑化する人権問

題に対応する相談体制の整

備 

 多様化・複雑化している人

権課題に対して、誰もが躊躇

なく相談でき、適切な支援に

つながるよう、相談技能や資

質の向上はもとより、相談機

関同士の相互交流及び情報

交換、問題への気づきや解決

に向けたネットワーク強化

を図ることなどを通じて、人

権侵害の未然防止、生きづら

さの解消や被害の救済・回復

を図ることができるよう取

組を推進します。 

 

修
正 

4 第 ３ 章 

人 権 問

題 の 現

状等 

P6  「第３章 人権問題の現状等」

では、現在の人権問題を網羅的に

取り上げ、そこで示された「取組

の方向」は、市の施策のためだけ

ではなく、一人一人の市民にとっ

ても今後の「指針」となるもので、

非常に有意義であると考える。 

 人権が市民一人ひとりの

生活と深く関わり、自分自身

の課題としてとらえるべき

ものであるという認識を深

め、地域、職場等で身近な人

権問題の解決に向けて実践

できる態度や技能を身につ

けることが重要と考えてい

ます。 

 

原
案
の
と
お
り 

5 第 ３ 章 

人 権 問

題 の 現

状等 

P6、 

P10 災害

時の配慮 

 「ユニバーサルデザインの考え

方」や「ユニバーサルデザイン化」

と記載されているが、ユニバーサ

ルデザインの具体的な内容が、市

民には理解しづらいのではない

か。 

 第３次人権教育・啓発推進

計画において、用語解説のペ

ージを設けることとしてい

ます。 

 

原
案
の
と
お
り 
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6 第 ３ 章 

人 権 問

題 の 現

状等 

P8 

感染症発

生時にお

ける人権

の尊重 

 近年おこった新型コロナウイ

ルス感染症の世界的な流行に起

因して、様々な人権問題が起こっ

た。自分が罹るかもしれないとい

う恐怖心から、より立場の弱い人

に攻撃が向く様は見ていて心が

痛んだ。特に、感染を拡げないた

めに命がけでがんばっている医

療従事者や福祉関係者に対する

バッシングは、本当に心が痛む光

景だった。感染症発生時における

人権の尊重を項目として挙げる

なら、こうした医療従事者や福祉

関係者に対する偏見や差別を防

ぐという視点も大切なのではな

いか。 

 取組の方向において、「感

染者等に関する誹謗中傷は

…偏見・差別防止に向けた教

育啓発を推進します。」と規

定しており、感染者等には医

療従事者や福祉関係者も含

まれています。 

 

原
案
の
と
お
り 

7 第 ３ 章 

人 権 問

題 の 現

状等 

P9 

安心して

働ける職

場環境の

推進 

 企業による人権尊重の視点と

して、国際的には、人権デュー・

ディリジェンスの取り組みが重

要視されているようだ。誰もが働

きやすい職場環境を作るために、

すべての企業が人権デュー・ディ

リジェンスの考え方を理解し、取

り組むことが必要ではないか。 

 企業活動の中で起こり得

る人権リスクに関して企業

が継続的に評価し予防策を

講じる人権デュー・ディリジ

ェンスの取組が国際的に重

要となっています。この取組

は、安心して働ける職場環境

の推進にも大きな影響があ

ることから、取組の方向にお

いて以下のとおり追記しま

す。 

「さらに、企業・事業所が、

事業活動に伴う人権リスク

を自ら特定・予防・軽減し、

説明責任を果たす「人権デュ

ー・ディリジェンス」を推進

することで、人権侵害のない

持続可能な社会を目指しま

す。」 

 

修
正 

8 第 ３ 章 

人 権 問

題 の 現

状等 

P10 

自殺対策

の推進 

 子どもの自殺が増えていると

ニュースで目にした。少子化が進

み子どもが生まれなくなってい

るのに加えて、子どもが自ら命を

絶ってしまうのは本当に心が痛

む。自殺対策の推進を図るなら、

子どもの自殺をどう防いでいく

か、子どもの生きづらさに対して

どのように寄り添っていくのか

という視点が必要ではないか。 

 自殺原因は心身の問題に

とどまらず、様々な社会的な

要因等が複雑に関係してい

ます。 

 いじめが原因で自ら命を

絶つ児童生徒は少なくなく、

「４ 子ども」の項において

「城陽市いじめ防止基本方

針」に基づきいじめや暴力行

為の未然防止や早期発見・早

期解消に向けて、学校・家

庭・地域社会・関係機関が連

携した取り組みを推進する

こととしています。 

 

原
案
の
と
お
り 
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9 第 ３ 章 

人 権 問

題 の 現

状等 

P15 

５ 高齢

者 

 令和６年１月に共生社会の実

現を推進するための認知症基本

法ができている。この点に関する

記載がないようだが、人権に関わ

る話題なので、本法を受けてどの

ような取り組みをしていくのか

記載があった方が良いのではな

いか。 

 ご指摘のとおり、現状と課

題、取組の方向に認知症の記

述を追加します。 

 

【現状と課題】 

2024 年（令和 6年）に「共生

社会の実現を推進するため

の認知症基本法」が施行され

ましたが、認知症を「誰にで

も起こりうる身近なもの」と

定義し、 

【取組の方向】 

「認知症基本法の理念に基

づき、認知症の人を『守られ

る対象』としてだけでなく、

共に社会を構成する『主体的

な存在』として尊重し、差別

や偏見のない社会づくりを

推進します。  

 

修
正 

 


